
（平成　　　年　　　月分）例月 所属 学校名 職員番号 氏名

給料表 級 号給 調整数

給料 調整額 教職調整額 地域手当　 扶養手当 管理職手当 通勤手当（非課税） 通勤手当（課税）

住居手当 単身赴任手当 特地・へき地手当 教員特別手当 日額特勤手当

共済短期掛金 うち介護掛金 共済長期掛金 互助会掛金 退職互助会掛金

共済償還金 財産形成貯蓄額 給与累計 社会保険料累計 所得税累計

互助会償還金 生命保険料

学校生協 親睦会 ＰＴＡ会費 給食費

第1口座振替額 第2口座振替額 第3口座振替額 現金支給額口座変更
第　　　　　口座

その他控除計 差引現支給額

学校生協の購入
物品代引き去り 校内引き去り 校内引き去り 校内引き去り

互助会からお
金を借りた時

給与からの引き去り

　1月分からの累
計

共済貯金 物資購入 組合費 慶弔共済費 福利厚生会費 労金償還金

控除額計 現支給総額

親睦会費

共済組合から
お金を借りた時

財産形成貯蓄
を契約した時

役職加算率勤勉手当成績率 支給総額

課税対象額 所得税 住民税 公舎使用料

医療保険等の
掛金

 40歳以上  年金の掛金 互助会の掛金
35歳以上の希望
者

 1月分からの累計  1月分からの累計

休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当（非課税）

宿日直手当（課税）管理職員特別勤務手当 期間率 期末手当 期間率 勤勉手当 所得税率

時間外手当100/100 時間外手当125/100 時間外手当150/100 時間外手当135/100 時間外手当160/100 時間外手当25/100

交通機関利用・交通用具使用の場
合

準特地・準へき地手当農普手当 産業教育手当 定通教育手当

　借家
月額30,000円＋
加算額(100kmか
ら距離に応じて）

義務教育等教員
特別手当　号給
に応じて支給

修学旅行等特殊
業務手当、主任
手当

　　　給与支給明細書

初任給調整手当

給料表による
給料

特別支援学級
担当教諭

教諭に支給  給料
月額×（4/100）

県内に在勤する職員
給料月額×0.15％

配偶者・子等扶
養親族

校長・教頭に支
給

扶養手当

◎配偶者が扶養親族の場合 配偶者13,000円

配偶者以外の扶養親族 各7,100円

◎配偶者が扶養親族でない場合 扶養親族 各7,100円

◎配偶者を欠く場合 1人目 11,000円 その他 各7,100円

※16歳の年度始めから22歳の年度末までの子については、

一人につき 5,000円加算

調整基本額×

1.0（調整数）

調整基本額

教育職

1級 8,600円

2級 11,100円

日額特勤手当

◎教員特殊業務手当

・修学旅行等の宿泊を伴う引率 1日4,250円

・対外運動競技等への引率 1日4,250円

・週休日の部活動指導（4時間以上） 1日3,000円

◎多学年学級担当手当 ・複式学級担当 1日 290円

◎教育業務連絡指導手当（通称 主任手当）

・教務主任、生徒指導主任等 1日 200円

管理職手当

(１) (２)以外のもの 校長 54,000円、教頭43,000円

(２)規模の大きい学校 校長 65,000円、教頭53,000円

＊（２）のうち指導的役割を果たしている学校、

又は特に規模の大きい学校 校長76,000円

〈教員の場合）

・教育職給料表（一）

コード６２ 高等学校等

・教育職給料表（二）

コード６３ 小･中学校

【級別】

1級 助教諭、養護助教諭

2級 教諭、養護教諭、

栄養教諭

3級 教頭

4級 校長

〈栄養職員の場合〉

医療職給料表（二）

コード４２

１･2級 栄養士

3級 主任栄養士

4･5級 栄養主任

〈学校事務職員〉

行政職給料表 コード１１

1･2級 主事

3・4級 主任主事

3･4級 事務主任

4・5・6級 主査

4・5・6級 事務長

期末手当 勤勉手当 合計 支給日

（標準成績率）

6月期 1.225月分 0.85月分 2.075月分 6月30日

12月期 1.375月分 0.85月分 2.225月分 12月10日

合計 2.60 月分 1.70月分 4.30 月分

給与明細を理解していますか
～給与の基礎知識・明細の見方～

共同実施だより 第３号
Ｈ２９．９．１３

発行 久賀・東和グループ

諸手当認定状況確認及び共済組合検認では、書類の提出等お世話になりました。各学校での確認後、共同

実施会でも相互確認を行いました。今年度も数件ですが、確認時に現状の変化がわかり、追加の書類をお願

いするケースがありました。

扶養手当の受給者のパート・アルバイト収入については、毎月の確認をお願いします。

諸手当の認定等にあたっては、本人からの申し出がなければ、状況を把握することは困難です。状況等に

変更があったら、速やかに事務担当者まで連絡をお願いします。

諸手当認定状況確認、共済組合検認を終えて

◎家賃等

・12,000円まで支給なし

(教職員住宅も支給の対象外）

・12,001円～23,000円 家賃額ー12,000円

・23,001円～55,000円

[(家賃額ー23,000円)×1/2]+11,000円

・55,001円以上 27,000円（最高限度額）




